
本紙本内容については下記神奈川労働局ホームページにて、若しくは右のQRコードからご覧下さい。

http://kanagawa-roudoukyoku.jsite .mhlw.go.jp/

神奈川労働局・各労働基準監督署
神奈川労働局労働基準部編

平成 30年

グラフで見る神奈川県下における

労働災害と健康の現状
（平成 29 年労働災害のとりまとめ）

  



目 次 
はじめに

労働災害の推移

労働災害による死傷者数の年次別推移 図

労働災害による死亡者数の年次別推移 図

業種別災害比率

業種別休業 日以上の死傷者数 図

業種別死亡者数 図

業種別労働災害の推移

業種別休業 日以上の死傷者数の推移 図

平成 年を基準として指数化 図

業種別死亡者数の推移 図

平成 年を基準として指数化 図

事故の型別災害発生状況

事故の型別休業 日以上の死傷者割合 図

事故の型別死亡者割合 図

死傷災害の概要 図

食料品製造業死傷災害 図

第三次産業死傷災害

ｱ 小売業 図

ｲ 社会福祉施設 図

ｳ 飲食店 図

陸上貨物運送事業死傷災害（道路貨物運送業および陸上貨物取扱業） 図

建設業死傷災害 図

災害多発業種死傷災害

ｱ ビルメンテナンス業 図

ｲ 産業廃棄物処理業 図

ｳ 警備業 図

起因物別災害発生状況

概要

起因物別休業 日以上の死傷者割合 図

起因物別死亡者割合 図

食料品製造業死傷災害 図

第三次産業死傷災害

ｱ 小売業 図

ｲ 社会福祉施設 図

ｳ 飲食店 図



陸上貨物運送事業死傷災害（道路貨物運送業および陸上貨物取扱業） 図

建設業死傷災害 図

災害多発業種死傷災害

ｱ ビルメンテナンス業 図

ｲ 産業廃棄物処理業 図

ｳ 警備業 図

年齢階層別災害発生状況

年齢階層別休業 日以上の死傷者数 図

年齢階層別死亡者数 図

業種別 歳以上の被災労働者の割合 図

経験年数別災害発生状況

業種別経験年数 年未満の労働者の割合 図

交通労働災害発生状況

交通労働災害による死亡者数の推移 図

業種別死亡者数 過去 年間 図

業務上疾病発生状況

業務上疾病発生状況（年次別推移） 図

業務上疾病発生状況 平成 年～ 表

業務上疾病による死亡災害 平成 ～ 年 図

腰痛災害発生状況 平成 年 図

年次別 熱中症による労働災害発生状況 図

労災保険給付等状況 脳･心臓疾患及び精神障害等

脳･心臓疾患の労災補償状況 図

精神障害等の労災補償状況 図

健康診断結果

業種別定期健康診断実施状況 表

定期健康診断結果の有所見率の推移 図

定期健康診断 有所見率の推移 神奈川･全国 図

年次別特殊健康診断実施状況 表

特殊健康診断有所見率の推移 図

じん肺健康管理実施状況 表

ストレスチェック検査･面接指導実施状況 神奈川 図 、図

平成 年｢心理的な負担の程度を把握するための検査｣実施状況 規模別 表

第 次労働災害防止推進計画の概要

平成 年に発生した死亡災害の概要

巻末 神奈川労働局労働基準部、労働基準監督署の連絡先



は じ め に
昭和 年代初めから、日本経済は技術革新を基盤とした、「神武景気」、「岩戸景気」とい

った好景気が続き、国民総生産 は平均年率 ％と驚異的に成長しました。

一方、技術革新があらゆる分野で進み、新たな原材料、工法、機械設備が相次ぎ導入され、

それに伴う労働災害の大型化、新たな職業病の発生という問題が生じ、全国では、昭和 年

に死亡者 人、死傷者数 万人（休業８日以上）を数え、その後、昭和 年に統

計を休業４日以上の死傷者数とした以降を含み長期的に減少しています。

神奈川県内の労働災害は、同様に昭和 年に死傷数 人（休業８日以上）、死亡者数

名をピークとして長期的には減少しています。

このような状況の中、国は昭和 年からこれまで 次（５か年計画）に渡って「労働災

害防止計画」を策定するとともに、昭和 年には「労働災害防止団体等に関する法律」（昭

和 年「労働災害防止団体法」と改称）を制定、労働災害の防止団体等の発足により事業主

の自主的な災害防止活動の促進に寄与しております。また、昭和 年に産業社会の進展に即

応できる労働災害、職業病防止のため、危害防止基準の確立、労働災害防止の責任体制の明

確化、企業における自主的活動などの総合的な対策を進め、働く人々の安全と健康を守ると

ともに、快適な職場環境をつくることを目的とする「労働安全衛生法」を制定し、事業主、

事業者団体、労働災害防止団体等とともに労働災害防止対策の徹底を図っております。

長期的に見ると神奈川県内の労働災害による休業４日以上の死傷者数は大きく減少しまし

たが平成 年からスタートした「第 次労働災害防止推進計画」期間中、ほぼ横ばい状態

で平成 年は前年と比較して 人減の 人となりました。

死亡者数については、平成 年は過去最少となった平成 年の 人よりも 人増の

人となりましたが建設業では過去最少の 人となったところです。

事故の型別にみると、休業災害については平成 年以降、転倒が最も多く、又、死亡災害

については、ここ 年間（平成 ～ 年）は墜落・転落が最も多く発生していましたが、平

成 年については、はさまれ・巻き込まれが 人と、墜落・転落の 人を上回りました。

また、経験 年未満の労働者の災害が全体の ％以上を占め、特に昨今の雇用情勢の中で、

人材の確保が困難であるといわれている陸上貨物運送事業、飲食店はその比率が特に高く注

目されるところです。

これらの分析結果にたち、神奈川労働局では、「第 次労働災害防止推進計画」（期間

年度～ 年度）を推進してまいります。特に、１年目である平成 年は小売業、飲食店、

社会福祉施設、陸上貨物運送事業を中心に取組むこととしております。

事業者、関係者の皆様におかれましては、本冊子を労働災害防止のための一助としてご活

用いただければ幸いです。そして、基本的な安全衛生対策の実施はもとより、雇入れ時教育

等の安全衛生教育の教育内容の充実、さらには「危険の見える化」など災害防止活動の一層

の活発化をお願い申し上げます。

平成 年 月 神奈川労働局労働基準部 



労 働 災 害 と は

労働災害とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等に

より、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡

することをいう。 労働安全衛生法第２条第１号

事 業 者 等 の 責 務

事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、

快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を

確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に

関する施策に協力するようにしなければならない。 労働安全衛生法第３条第１項

労働災害と事業者責任

（１）安全配慮義務

安全配慮義務は判例上認められたものです。

事業主がこの安全配慮義務を履行していないときは、債務不履行責任（民法第 条）が

問われます。

労働契約法第５条では、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全

を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするもの。」と規定しています。

（２）事業者等の災害防止責任  

法令違反と義務主体の責任

刑事上の責任

・労働安全衛生法：措置義務違反

・刑法：業務上過失致死傷

罰則の適用

民事上の責任

・労働契約法第 条

：労働者の安全への配慮

・民法第 条：債務不履行責任

・民法第 条：不法行為責任

・民法第 条：使用者責任

行政上の制裁

・使用 作業停止

・入札停止

・営業停止

・企業名公表 等

社会的制裁

・マスコミでの非難報道や風評

・信用失墜、顧客離れ

・経営不振→廃業
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死亡災害報告

１ 労働災害の推移

全国の労働災害による死亡者数は、昭和３６年をピーク（死亡者６７１２人）として、長期的には減少傾向を示

しており、平成２７年以降は死亡者数が千人を下回り、平成２８年は過去最小の９２２人でしたが平成２９年は、

９６５人と４３人増となりました。  
死傷者についても長期的には減少傾向を示していますが、平成２１年（１０５,７１８人）を底に、増減を繰り返
し、微小な増加傾向が見受けられます。平成２９年は、前年に比べ２,５５０人増加し１２０,４６０人となりました。

全国データは労災給付データ及び労働者死傷病報告（労災非適）から作成。神奈川データは

平成 年までは労災給付データ、平成 年以降は労働者死傷病報告から作成）

神奈川県内における労働災害による死亡者数は、昭和３６年の３３６人をﾋﾟｰｸとして長期的に減少傾向にあり、平
成２６年以降は４０人を下回り、平成２８年には２８人と過去最小値となりましたが、２９年は３０人と増加してしまいまし
た。
死傷者数も同様に長期的には減少傾向にありますが、平成２１年（６,２１５人）を底に、増減を繰り返し、平成２９年
は、前年に比べ 47人減少し６,５５１人となりました。

平成２３年は東日本大震災を直接の原因とする死亡者数を除いた数）
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１ 労働災害の推移

全国の労働災害による死亡者数は、昭和３６年をピーク（死亡者６７１２人）として、長期的には減少傾向を示

しており、平成２７年以降は死亡者数が千人を下回り、平成２８年は過去最小の９２２人でしたが平成２９年は、

９６５人と４３人増となりました。  
死傷者についても長期的には減少傾向を示していますが、平成２１年（１０５,７１８人）を底に、増減を繰り返
し、微小な増加傾向が見受けられます。平成２９年は、前年に比べ２,５５０人増加し１２０,４６０人となりました。

全国データは労災給付データ及び労働者死傷病報告（労災非適）から作成。神奈川データは

平成 年までは労災給付データ、平成 年以降は労働者死傷病報告から作成）

神奈川県内における労働災害による死亡者数は、昭和３６年の３３６人をﾋﾟｰｸとして長期的に減少傾向にあり、平
成２６年以降は４０人を下回り、平成２８年には２８人と過去最小値となりましたが、２９年は３０人と増加してしまいまし
た。
死傷者数も同様に長期的には減少傾向にありますが、平成２１年（６,２１５人）を底に、増減を繰り返し、平成２９年
は、前年に比べ 47人減少し６,５５１人となりました。

平成２３年は東日本大震災を直接の原因とする死亡者数を除いた数）
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図3-1-1 業種別休業4日以上の死傷災害の推移 
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業種別災害比率

休業 日以上の死傷者数 人を業種別に見ると､製造業が最も多く 人 ％ であ

り､次いで陸上貨物運送事業 人 ％ 、小売業 人 ％ 、建設業 人 ％ の

順であり､この 業種で ％を占めています｡ 図

死亡者 人を業種別に見ると､建設業､製造業でそれぞれ６人（ ％）、陸上貨物運送事業で

人 ％ 、清掃・と畜業で 人 ％ （うち２人はビルメンテナンス業）、商業３人（ ％）

（うち２人は小売業）の順となっています｡ 図

 
   
 
 

業種別労働災害の推移

死傷者数の推移は､製造業、建設業、運輸業は長期的には減少傾向ではありますが、ここ数年

の減少率は鈍化しています。また、これら以外の第三次産業を中心とした業種が増加傾向を示

しています｡ 図 （図 ）
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平成２９年 神奈川労働局労働者死傷病報告 

＊港湾荷役業及び陸上貨物運送事業は運輸業に計上 

平成２９年 神奈川労働局死亡災害報告 
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死亡者数については、製造業、建設業、運輸業は増減を繰り返すも長期的には減少傾向に

あるが近年は鈍化している。また、これら以外の第三次産業を中心とした業種は多発傾向を

示している｡ 図 図  
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神奈川労働局死亡災害報告 ＊港湾荷役業及び陸上貨物運送事業は運輸業に計上 

＊港湾荷役業及び陸上貨物運送事業は運輸業に計上 

ＳＴＯＰ！

転倒災害プロジェクト

神奈川

「滑り」「つまづき」「踏み外し」等

による転倒災害を防止しましょう。

全ての作業従事者に労働災害

防止を意識してもらうために、

Safe Work の標語で安全作業

を確認しましょう。 
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事故の型別災害発生状況 
全産業の休業 日以上の死傷災害を事故の型別に分類すると、転倒 ％）が最も多く、

次いで、動作の反動・無理な動作 ％）、墜落・転落 ％）、はさまれ・巻き込まれ（ ％）、

交通事故（道路）（ ％）の順（図 ）（図 ）となっており、前年と比較して動作の反

動・無理な動作（大半が腰痛）墜落・転落と順位が入れ替わりました。全産業の死亡災害に

ついては、はさまれ・巻き込まれ 人 ％）、墜落・転落 人 ％）、交通事故（道路）

（ 人 ％）、激突され 人 ％ の順（図 ）となりました。第 次労働災害防止推

進計画における重点業種、多発傾向にある業種については、下図に示すとおりです。 
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死傷災害の概要 図

 
労働災害が多く発生している業種について事故の型別に分類 

食料品製造業死傷災害 図

計 （２） （ ）は死亡者の数で内数（以下同じ）
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起因物別災害発生状況

全産業の休業 日以上の死傷災害を起因物別に分類すると、仮設物・建築物・構築物等 ％）、

その他の装置等（ ％）、物上げ装置・運搬機械 ％ の順（図 ）であり、死亡災害は、

物上げ装置・運搬機械 ％ 、仮設物・建築物・構築物（ ％）、その他の装置等（ ％）、

の順（図 ）になっています。

第 次労働災害防止推進計画における重点業種、多発傾向にある業種については、下図に

示すとおりです。
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図6-3 業種別50歳以上の被災労働者の割合 ５０歳以上 ５０歳未満 

年齢階層別災害発生状況

平成 年の休業 日以上の死傷者数を年齢階層別に見ると、 歳以上の労働者層の災害

は全産業で全体の ％を占め、高年齢労働者の占める割合が高い状況となっています。

死亡者数は、全産業で全体の ％を 歳以上の高年齢労働者層で占めている状況となっ

ています。（図 ）（図 ）

 
 

歳以上の労働者が全被災者に占める割合を業種別（第 次労働災害防止推進計画の重

点業種や年間 件を超えた業種）で見ると、ビルメンテナンス業 ％、警備業 ％、

社会福祉施設 ％と全産業 ％に比べ高い比率になっています。（図 ）
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経験年数別災害発生状況

平成 年の休業 日以上の死傷者数のうち、経験年数が 年未満で被災した労働者数の割合

は全産業で ％を占めています。また、業種別では飲食店が ％と最も高く、食料品製造業

％、小売業 ％の順となっており、第三次産業での経験年数１年未満の労働者が被災する

割合が高い傾向があります。（図 ）

交通労働災害発生状況  
交通労働災害による死亡者数の推移については、全労働災害の死亡者数に占める交通労働災害

の死亡者数の割合は、平成 年から減少傾向を示していたものの、平成 年に大幅な増加とな

り、平成 年には減少に転じましたが、平成 年に再び増加に転じました。（図 ）

過去 年間の交通労働災害による死亡者を業種別に見ると、運輸業が ％と最も多く、次い

で、建設業 ％、商業 ％、製造業 ％の順となっています。（図 ）

  
 
 
 
死 
亡  
者 
数  
 
  
 

16.7% 

23.7% 

25.6% 

33.5% 

17.1% 

27.9% 

22.2% 

12.1% 

30.7% 

24.7％  

22.1％  

83.3% 

76.3% 

74.4% 

66.5% 

82.9% 

72.1% 

58.7% 

87.9% 

69.3% 

75.3% 

77.9% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

警備業 

産業廃棄物 

ビルメンテナンス 

飲食店 

社会福祉施設 

小売業 

陸上貨物運送事業 

建設業  

食料品製造業 

製造業  

全産業 

図7 業種別経験年数１年未満の被災労働者の割合 １年未満 １年以上 

運輸業

人

建設業

人

製造業

人

商業

人

他の業種

人

平成25年
～29年

平成 29 年 神奈川労働局労働者死傷病報告 

神奈川労働局死亡災害報告 

図 8-1 交通労働災害 死亡者数の推移 図 8-2 業種別死亡者数 
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業務上疾病発生状況

平成 年の休業 日以上の業務上疾病件数は 件で、平成 年以降、漸減傾向を示し

ていましたが、増加に転じています。業務上疾病の内訳では、負傷に起因する疾病が 件

と最も多く、さらにその多くは災害性腰痛 件 が占めています。 図 ･ 、表

平成 年の業務上疾病による死亡者数は 人で、この内 人はいずれも長時間･過重労働

による脳･心臓疾患発症によるものでした。平成 ～ 年までの 年間でみると、業務上疾

病による死亡者数： 人の内、脳・心臓疾患が 人で最も多く、次に熱中症の 人、精神

障害 自殺 が 人、酸欠･一酸化炭素中毒等が 人、化学物質･有害物質へのばく露が 人と

なっています。 図 ･

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

有害光線による疾病

電離放射線による疾病

異常気圧下における疾病

異常温度条件による疾病

騒音による耳の疾病

上記以外の原因による疾病

重激業務による運動器疾患と内臓脱

負傷によらない業務上の腰痛

振動障害

手指前腕の障害及び頸肩腕症候群

上記以外の原因による疾病

酸素欠乏症

化学物質による疾病（がんを除く）

― ― ― ―

― ― ― ―

表9-1　業務上疾病発生状況　　(平成22年～)

疾病分類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年次

[うち死亡者数]

物
理
的
因
子

作
業
態
様

その他の業務に起因することの明らかな疾病

負傷に起因する疾病　総数

[うち災害性腰痛]

化
学

物
質
等

注3　　脳血管・心臓疾患等、精神障害等については平成26年から集計している。

合　　　計

注1　　労働者死傷病報告により休業4日以上の業務上疾病災害の数を集計、(　)内は死亡数で内数である。

注2　　じん肺症及びじん肺合併症については、当該年中に療養が必要と決定された人数である。

じん肺症及びじん肺合併症

病原体による疾病

がん原生物質等による疾病

過重な業務による脳血管疾患・心臓疾患等

強い心理的負荷を伴う業務による精神障害

図･表の統計数値－いずれも、神奈川労働局 労働者死傷病報告 から 

平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平

負傷に起因する疾病 
内 腰痛

業務上疾病･総数 
内 業務上疾病･死亡者数

図 １ 業務上疾病発生状況 年次別推移
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脳・心臓疾患
熱中症

精神障害 自殺

酸欠･一酸化炭素中毒

等
化学物質･有害物への

ばく露

図 業務上疾病による死亡災害 平成 年～平成 年 合計 件

計

その他の事業

清掃･と畜業

接客･娯楽業

保健衛生業

商業･金融･広告

貨物取扱業

運輸交通業

建設業

製造業

図 腰痛災害 発生状況 平成 年

平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平

死亡災害数
休業 日以上の災害 死亡災害を除く
警備業 休業 日以上 死亡災害

図 年次別 熱中症による労働災害 発生状況

図･表の統計数値－いずれも、神奈川労働局 労働者死傷病報告 から 
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神奈川労働局 労災補償課調べ

労災保険給付等状況 脳･心臓疾患及び精神障害等  

平成 年度の労災保険給付における脳･心臓疾患の請求件数は 件 前年度比 △

、業務上としての労災支給決定件数は 件 前年度比△ 、精神障害等の請求件

数は 件 前年度比＋ 、業務上支給決定件数は 件 前年度比＋ でした。 図

･

平 平 平 平 平 平 平 平 平

図 脳･心臓疾患の労災補償状況

請求件数 決定件数 うち支給決定件数

平 平 平 平 平 平 平 平 平

図 精神障害等の労災補償状況

請求件数 決定件数 うち支給決定件数
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健康診断結果 
平成 年の定期健康診断の結果、何らかの所見のあった者の割合 有所見率 は

％で、平成 年から ポイント増加しました。全国平均 ％ に比較し

た有所見率は平成 年もまた全国平均を上回りました。 表 、図 ･

特殊健康診断では、電離放射線、有機溶剤、特定化学物質で有所見率が前年を上回

りましたが、鉛業務の有所見率は前年をやや下回りました。 表 、図

統計数値は全て、神奈川労働局 定期健康診断結果報告･特殊健康診断結果報告 から

 

表
11
-1
　　

業
種
別
定
期
健
康
診
断
実
施
状
況
　(
平
成
29
年
分
)

(平
成
29
年
1月

～
12
月
)

食
料
品
製
造
業

化
学
工
業

金
属
製
品
製
造
業

一
般
機
械
器
具
製
造
業

電
気
機
械
器
具
製
造
業

輸
送
用
機
械
等
製
造
業

上
記
以
外
の
製
造
業

製
造

業
小

計

土
木
工
事
業

建
築
工
事
業

そ
の
他
の
建
設
業

建
設

業
小

計

運
輸
交
通
業

商
　　
　　
業

上
記
以
外
の
事
業

合
計

平
成
28
年

実
施
者
数

有
所
見

率
(%
)

実
施
者
数

有
所
見

率
(%
)

区
分

実
施
事
業

場
数

受
診
者
数

有
所
見
者

数

有
所

見
率

医
師
の

指
示

人
数

業
種

医
師 の 指
示 率

聴
力

聴
力

聴
力

胸
部
Ｘ線

実
施
者
数

有
所
見

率
(%
)

実
施
者
数

有
所
見

率
(%
)

実
施
者
数

有
所
見

率
(%
)

歯
科
検
診

尿
（糖

）
尿
（蛋

白
）

そ
の
他

血
　　
圧

貧
　　
血

肝
機
能

血
中
脂
質

血
　　
糖

心
電
図

喀
　　
痰

実
施
者
数

有
所
見

率
(%
)

実
施
者
数

有
所
見

率
(%
)

実
施
者
数

有
所
見

率
(%
)

実
施
者
数

有
所
見

率
(%
)

実
施
者
数

実
施
者
数

有
所
見

率
(%
)

実
施
者
数

有
所
見

率
(%
)

実
施
者
数

有
所
見

率
(%
)

有
所
見

率
(%
)

実
施
者
数

有
所
見

率
(%
)
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平 平 平 平 平 平 平 平 平 平

全体の有所見率

内 血中脂質

内 肝機能

内 血圧

図 定期健康診断結果の有所見率の推移

単位％

平 平 平 平 平 平 平 平 平 平

％
図 定期健康診断 有所見率の推移 神奈川･全国

神奈川

全国

― 18 ―



 

 

種 受　　診 受　　診 受　　診 受　　診 受　　診 受　　診

類 労働者数 労働者数 労働者数 労働者数 労働者数 労働者数

規 有機溶剤

則 鉛

に 四アルキル鉛

よ 電離放射線

る 特定化学物質

も 高気圧

の 石　綿

小　　　　計

紫外線・赤外線

騒　音

マンガン等

指 有機りん剤

導 亜硫酸ガス

勧 脂肪族の塩化または臭化化合物

奨 砒素(三酸化砒素を除く)

に メチレンジフェニルイソシアネート

よ 振動工具(チェンソー以外)

る 重量物

も 引金付工具

の ＶＤＴ作業

レーザー機器

そ　の　他

小　　　　計

(単位：人、％)

平成29年

有所見率

合　　　　　計

表11－2　年次別特殊健康診断実施状況

年　　　　　次 平成24年 平成25年 平成26年

有所見率

平成28年

実施事業場数

平成27年

業　務　別 有所見率 有所見率 有所見率 有所見率

平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平

図 特殊健康診断有所見率の推移

電離放射線

有機溶剤

鉛

特定化学物質

種 受　　診 受　　診 受　　診 受　　診 受　　診 受　　診

類 労働者数 労働者数 労働者数 労働者数 労働者数 労働者数

規 有機溶剤

則 鉛

に 四アルキル鉛

よ 電離放射線

る 特定化学物質

も 高気圧

の 石　綿

小　　　　計

紫外線・赤外線

騒　音

マンガン等

指 有機りん剤

導 亜硫酸ガス

勧 脂肪族の塩化または臭化化合物

奨 砒素(三酸化砒素を除く)

に メチレンジフェニルイソシアネート

よ 振動工具(チェンソー以外)

る 重量物

も 引金付工具

の ＶＤＴ作業

レーザー機器

そ　の　他

小　　　　計

(単位：人、％)

平成29年

有所見率

合　　　　　計

表11－2　年次別特殊健康診断実施状況

年　　　　　次 平成24年 平成25年 平成26年

有所見率

平成28年

実施事業場数

平成27年

業　務　別 有所見率 有所見率 有所見率 有所見率
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じん肺健康診断の有所見者数は堅実に減少しており、有所見率 ％ も全国平均

％ を下回っています。 表 じん肺健康管理実施状況報告から

 
平成 年 月から改正･労働安全衛生規則に基づいて施行されたストレスチェッ

ク制度に関し、平成 年 月末までに、 人以上事業場の ％からストレスチェ

ックの実施結果報告が提出されています。この内、集団分析を行った事業場は全体の

％で、また検査を実施したのは対象労働者の内 ％、この内、医師による面

接指導を受けたのは 全体の ％という状況になっています。 図 、表

管理２ 管理３ 管理４ 計 神奈川 全国

※ 本統計には随時申請によるものは含まない。

年
じん肺健診

受診労働者数

有所見者数 有所見率(％)

表11-3　　じん肺健康管理実施状況

検査実

施

面接指導

実施
検査未実

施

図 ストレスチェック検査･面接指導実施状況

神奈川

検査実施

面接指導実

施

検査未実

施

図 ストレスチェック検査･面接指導実施状況

神奈川

― 20 ―



 
図 、表 とも、｢心理的な負担の程度を把握するための検査等報告書｣から

 

 
 

現在

検査を受けた労働者数 面接指導を受けた労働者数

専任産業医 専属医師等 非専属医師等 専任産業医 専属医師等 非専属医師等

 50 ～  99

100 ～ 299

300 ～ 999

1,000 ～       

合        計

検査を受けた労働者数 面接指導を受けた労働者数

専任産業医 専属医師等 非専属医師等 専任産業医 専属医師等 非専属医師等

 50 ～  99

100 ～ 299

300 ～ 999

1,000 ～       

合        計

表11-4　　平成29年 ｢心理的な負担の程度を把握するための検査｣ 実施状況 (規模別)

神奈川

平成30年5月14日

分析なし
事業場数

全国計

分析あり
事業場数

集団ごとの分析の実施の有無

規　　　模
検査実施
事業場数

在　　籍
労働者数

検　査
実施率

面接指導
実施率合計 合計

検査を実施した者 面接指導を実施した医師

規　　　模
検査実施
事業場数

在　　籍
労働者数

分析なし
事業場数

合計

検　査
実施率 合計

面接指導
実施率

分析あり
事業場数

検査を実施した者 面接指導を実施した医師

集団ごとの分析の実施の有無

現在
神奈川

検査を受けた労働者数 面接指導を受けた労働者数

専任産業
医

専属医師
等

非専属医
師等

専任産業
医

専属医師
等

非専属医
師等

  ５０～  ９９

１００～２９９

３００～９９９

１０００～       

合        計

全国計

検査を受けた労働者数 面接指導を受けた労働者数

専任産
業医

専属医
師等

非専属
医師等

専任産
業医

専属医
師等

非専属
医師等

  ５０～  ９９

１００～２９９

３００～９９９

１０００～       

合        計

合計

検査を実施した者

平成30年4月26日

分析なし
事業場

数

分析あり
事業場

数

集団ごとの分析の
実施の有無

面接指
導

実施率

分析なし
事業場数

面接指導
実施率

分析あり
事業場数

面接指導を実施した医師

集団ごとの分析の実施の有無

表11-4　　平成29年 ｢心理的な負担の程度を把握するための検査｣ 実施状況 (規模別)

規　　　模

検査実
施

事業場
数

在　　籍
労働者

数

検　査
実施率

合計 合計

検査を実施した者 面接指導を実施した医師

規　　　模
検査実施
事業場数

在　　籍
労働者数

合計

検　査 実施率

― 21 ―



－ － 

『神奈川労働局 第１３次労働災害防止推進計画』の概要
 
 

神奈川労働局 年 月作成

＊ 年度～ 年度（ か年計画）

＊ 年までに、神奈川県内の労働災害による死亡者数を ％以上減少（ 年比）

＊ 年までに、神奈川県内の労働災害による死傷者数を ％以上減少（同上）

【 年（比較基準年）：死亡者数 人、死傷者数 人】

【 年（最 終 目 標）：死亡者数 人以下、死傷者数 人以下】

（１）死亡災害の撲滅を目指した対策の推進

（２）過労死等の防止等の労働者の健康確保対策の推進

（３）就業構造の変化及び働き方の多様化に対応した対策の推進

（４）疾病を抱える労働者の健康確保対策の推進

（５）化学物質等による健康障害防止対策の推進

（６）企業・業界単位での安全衛生の取組の強化

（７）安全衛生管理組織の強化及び人材育成の推進

≪死亡者数≫ ≪死傷者数≫

30
29

28
27

26
25

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
  

6 , 5 5 1

6 , 4 8 5
6 , 4 1 9

6 , 3 5 3
6 , 2 8 7

6 , 2 2 3

5 , 4 0 0
5 , 6 0 0
5 , 8 0 0
6 , 0 0 0
6 , 2 0 0
6 , 4 0 0
6 , 6 0 0
6 , 8 0 0

  

（点線のグラフは 年計画策定時の最終目標までの指標数値）

７つの重点事項

 

計画期間

 

計画の全体目標

 

年目標への各年ごとの具体的数値目標
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－ － 

（１）建設業における墜落・転落災害等の防止

＊墜落・転落災害防止対策の徹底 ＊解体工事における安全対策の徹底 ＊ 年東京オリンピック・パラリンピ

ック関連工事及びインフラ整備工事の増大に伴う対策の徹底 ＊自然災害時、災害復旧時の工事における安全対策の徹

底 ＊伐木等の作業における安全管理の徹底 ＊安全教育の徹底 ＊「危険の見える化」措置の活用促進 ＊建設業

労働災害防止協会神奈川支部・各分会との連携の強化 ＊熱中症予防対策の徹底

（２）製造業における施設、設備、機械等に起因する災害の防止

＊「機械の包括的な安全基準に関する指針」によるリスクアセスメントの実施の促進 ＊「はさまれ・巻き込まれ」

災害の防止を重点とした、機械設備の本質安全化等災害防止対策の徹底 ＊「危険の見える化」措置の活用促進 ＊

（公社）神奈川労務安全衛生協会本部・各支部や神奈川工業会等の関係団体との連携強化

（３）熱中症対策

＊早期警戒及び適切な作業計画による予防対策の徹底 ＊健康管理等の徹底、及び早めの対処等による重症化の防止

＊ 規格に適合した 値測定器の普及促進及び、 値の測定とその結果に基づく必要な措置の推進 ＊

建設業等における先進的な取組の紹介や労働者等向けの教育ツールの普及促進

（１）労働者の健康確保対策の強化

＊企業における健康確保措置の推進 ＊産業医・産業保健機能の強化

（２）過重労働による健康障害防止対策の推進

＊長時間労働者に対する医師による面接指導の対象者の見直しや労働時間の客観的な把握等、労働者の健康管理対策を

強化

（３）職場におけるメンタルヘルス対策等の推進

＊各事業場における総合的なメンタルヘルス対策の推進 ＊神奈川産業保健総合支援センターによる支援 ＊労働者

の心の健康の保持増進のための指針に基づく取組の推進 ＊各事業場におけるパワーハラスメント対策の推進 ＊

年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を活用した健康促進

（１）災害の件数が増加傾向にある又は減少がみられない業種等への対応

（ア）第三次産業対策（社会福祉施設、小売業・飲食店）

＊多店舗展開企業等に対する取組 ＊「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」の実施 ＊多店舗展開

企業等の本社等に対する指導の実施 ＊多店舗展開企業等以外の重点業種の事業場に対する指導の実施 ＊業界単

位での労働災害防止対策の推進 ＊中央労働災害防止協会との連携 ＊安全衛生教育の推進 ＊転倒災害、腰痛災

害防止の推進 ＊危険の見える化の推進

（イ）陸上貨物運送事業対策

＊①墜落・転落、②荷崩れ、③フォークリフト使用時の事故、④無人暴走、⑤トラック後退時の事故（以下「荷役

大災害」という。）の防止対策の推進 ＊陸運事業場への支援 ＊「荷役作業における安全ガイドライン」、「交通

労働災害防止のためのガイドライン」及び「職場における腰痛予防対策指針」に基づく荷役作業の労働災害防止対

策の普及促進 ＊陸運事業者及び荷主等による連絡協議会の推進 ＊陸上貨物運送事業労働災害防止協会神奈川県

支部との連携

（ウ）転倒災害の防止

＊「ＳＴＯＰ！転倒災害プロジェクト神奈川」の効果的な展開 ＊「ころばＮＩＣＥかながわ体操」の周知及び活

用促進

（エ）腰痛災害の予防

＊安全衛生教育の確実な実施 ＊ストレッチを中心とした腰痛予防体操の推進 ＊介護等の施設管理者と現場職員

を対象としたセミナーへの参加勧奨 ＊介護労働者の身体的負担軽減を図る介護機器の導入促進 ＊荷物の積み卸

し等の定型的な重筋業務に対する機械等の普及促進 ＊陸上貨物運送事業労働災害防止協会神奈川県支部との連携

（オ）交通労働災害対策

＊春・秋の交通安全運動等の時期に合わせた教育の推進 ＊｢交通労働災害防止のためのガイドライン｣の周知徹底

１ 死亡災害の撲滅を目指した対策の推進 

重点事項ごとの具体的取組 

２ 過労死等の防止等の労働者の健康確保対策の推進 

３ 就業構造の変化及び働き方の多様化に対応した対策の推進 
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－ － 

（カ）クレーン、移動式クレーンの玉掛け作業に起因する労働災害の防止

＊規則改正された ｔ未満の移動式クレーンに係る過負荷防止装置構造規格についての周知徹底 ＊「玉掛け作業

の安全に係るガイドライン」に定める事項の周知徹底

（キ）職場における「危険の見える化」の推進

＊「危険の見える化」に配慮した労働災害防止に関する標識、掲示等の普及促進 ＊「危険の見える化」について

神奈川局ホームページを活用した情報提供

（２）高年齢労働者、非正規雇用労働者、外国人労働者及び障害者である労働者の労働災害の防止

＊高年齢労働者に配慮した職場環境の改善 ＊転倒災害や腰痛予防のための取組強化 ＊（改正予定）「高年齢労働

者に配慮した職場改善マニュアル」及び企業の取組事例について、神奈川労働局ホームページ等を活用した周知活

動の推進 ＊「危険の見える化」措置の活用促進

（１） 企業における健康確保対策の推進、企業と医療機関の連携の促進

＊法定の健康診断やその結果を踏まえた就業上の措置のみならず、労働者の健康管理に関して、経営トップの取組方

針の設定・表明等、企業の積極的な取組を促進 ＊労働者自ら健康の保持増進に努めるよう啓発

（２）疾病を抱える労働者を支援する仕組みづくり

＊労働者の治療と職業生活の両立支援に取り組む企業に対する支援等を推進 ＊神奈川産業保健総合支援センター等

に配置される「両立支援コーディネーター」の活用を促進

（１）化学物質による健康障害防止対策

＊「化学物質等による危険性又は有害性の調査に関する指針」を踏まえたリスクアセスメントの実施の促進 ＊がん

原性指針上の対象物質の有害性に関するラベル表示及び 交付等、化学物質譲渡・提供者に係る基礎資料の整備を

捉進

（２）石綿による健康障害防止対策

＊建築物解体工事について、石綿使用の把握漏れ防止の徹底や石綿による健康障害防止対策について周知徹底 ＊労働

安全衛生法に基づく届出等や石綿ばく露防止対策等を徹底

（３）受動喫煙防止対策

＊受動喫煙防止対策の必要性及び支援制度の周知・啓発

（４）粉じん障害防止対策

＊「第 次粉じん障害防止総合対策」に基づく粉じん障害防止対策の徹底

（１）安全衛生専門人材の育成、専門人材の活用

＊安全衛生専門人材の育成及び事業場外の専門人材の活用

（２）企業のマネジメントへの安全衛生の取込

＊安全衛生優良企業公表制度及び健康経営について周知

（３）労働安全衛生マネジメントシステムの普及と活用

＊国際規格ＩＳＯ４５００１の発効に合わせた、労働安全衛生マネジメントシステムの普及促進 ＊改訂を予定して

いる労働安全衛生マネジメントシステムの指針の普及促進

（４）関係行政機関及び働き方の多様化に対応した対策の推進

＊関係行政機関との連携・協働 ＊国、神奈川県、各市町村との連携・協働 ＊専門家との連携・協働 ＊労働災害

防止団体との連携・協働 ＊業界団体との連携・協働 ＊産業保健機関等との連携・協働

＊「安全衛生教育推進要綱」に基づく教育及び研修の推進 ＊労働者の生涯を通じた安全衛生教育等の実施管理体制

の確立 ＊「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」に示す安全衛生教育につ

いて周知・指導 ＊派遣労働者に対する教育の徹底 ＊事業者団体及び安全衛生団体に対する指導・援助

４ 疾病を抱える労働者の健康確保対策の推進 

５ 化学物質等による健康障害防止対策の推進 

６ 企業・業界単位での安全衛生の取組の強化 

７ 安全衛生教育及び人材育成の推進 
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－ － 

※ 年から 年の上段は目標値、下段は実績を示す

業 種 種別 年 減少目標
年

※

年

※

年

※

年

※
年

災

害

減

少

全 業 種

死亡

者数
％減少

死傷

者数
％減少

小 売 業

死傷

者数
％減少

社会福祉施設 ※

死傷

者数
％減少

飲 食 店

死傷

者数
％減少

陸上貨物運送事業

死傷

者数
％減少

建 設 業

死亡

者数
％減少

死傷

者数
％減少

製 造 業

死亡

者数
％減少

死傷

者数
％減少

健

康

確

保

･

職

業

性

疾

病

対

策

メンタルヘルス対策

① メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を ％以上（ ％： 全国値）と

する。

② ストレスチェック結果に基づき集団分析を実施した労働者 人以上の事業場の割合を

％以上（ ％： 神奈川）とする。

腰痛

予防

対策

小売業

死傷

災害
％減少

社会福祉施設 ※

死傷

災害
％減少

飲食店

死傷

災害
％減少

陸上貨物

運送事業

死傷

災害
％減少

熱中症対策
熱中症による死亡者数を 年から 年までの５年間と比較して、 年から

年までの５年間で５％以上減少させる

注 ）「災害減少」の「種別」欄の「死傷者数」は、死亡及び休業 日以上の災害の略である。

注 ）「災害減少」の「 年最終目標」欄の「○○％減少」は、「 年の災害発生件数に対して 年までに、○○％以上減少させる」

の略である。

注 ）社会福祉施設については、過去の労働者の増加状況から２０２２年の労働者数を予測し、これを基に死傷年千人率を算定し、減少目標数を導き

出したものである。

重点対策の目標設定
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１月 小売業

５時頃 ３０名～４９名

１月 陸上貨物運送事業

５時頃 ５０名～９９名

２月 土木工事業

　１７時頃 １名～９名

２月 化学工業

　　６時頃 １名～９名

２月 広告・あっせん業

　１６時頃 １０名～２９名

２月 清掃・と畜業

　　６時頃 １名～９名

３月 食料品製造業

１０時頃 １００名～２９９名

その他

　被災者が自家用車を運転中、ゆるやかな左カー
ブで反対車線に進入し、そのまま反対車線側の商
業店舗に激突したもの。死亡原因は、腹部大動脈
瘤破裂による失血死であった。
　その後の調査で、特に過重な業務に従事してい
たと認められた。

起因物なし

階段、桟橋

　ビルの内部階段でモップを用いての清掃作業中
に転倒し踊り場に転落したもの。

墜落、転落

食品加工用機械

　食料品加工工場内で製品の具材を攪拌機で撹拌
する作業中、攪拌機の回転している羽に身体が巻
き込まれて死亡したもの。

はさまれ、
巻き込まれ

爆発性の物

  始業前の早朝に工場建屋から出火し、焼け跡か
ら被災者の遺体が発見されたもの。

火災

乗用車、バス、バ
イク

  配送業務終了後に事業場に戻る途中、国道１号
線を走行中、被災者が運転する車が反対車線に飛
び出して大型貨物車と衝突したもの。

交通事故（道路）

掘削用機械

　掘削用機械を４ｔトラックの荷台に乗せようと
した際に、掘削用機械が倒れてアームの下敷きに
なったもの。道板は使用していなかった。

激突され

起因物なし

　早朝の出勤途中、駅前バスロータリーのベンチ
付近で被災者が倒れているところを通行人に発見
された。長時間労働による過重業務として労災認
定されたもの。

その他

平成２９年に発生した死亡災害の概要

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

発生月 業　　種

発生時刻 事業場規模

番号
起因物

発 生 概 要

事故の型

（ビルメンテナンス業）

１月 小売業

５時頃 ３０名～４９名

１月 陸上貨物運送事業

５時頃 ５０名～９９名

２月 土木工事業

　１７時頃 １名～９名

２月 化学工業

　　６時頃 １名～９名

２月 広告・あっせん業

　１６時頃 １０名～２９名

２月 清掃・と畜業

　　６時頃 １名～９名

３月 食料品製造業

１０時頃 １００名～２９９名

その他

　被災者が自家用車を運転中、ゆるやかな左カー
ブで反対車線に進入し、そのまま反対車線側の商
業店舗に激突したもの。死亡原因は、腹部大動脈
瘤破裂による失血死であった。
　その後の調査で、特に過重な業務に従事してい
たと認められた。

起因物なし

階段、桟橋

　ビルの内部階段でモップを用いての清掃作業中
に転倒し踊り場に転落したもの。

墜落、転落

食品加工用機械

　食料品加工工場内で製品の具材を攪拌機で撹拌
する作業中、攪拌機の回転している羽に身体が巻
き込まれて死亡したもの。

はさまれ、
巻き込まれ

爆発性の物

  始業前の早朝に工場建屋から出火し、焼け跡か
ら被災者の遺体が発見されたもの。

火災

乗用車、バス、バ
イク

  配送業務終了後に事業場に戻る途中、国道１号
線を走行中、被災者が運転する車が反対車線に飛
び出して大型貨物車と衝突したもの。

交通事故（道路）

掘削用機械

　掘削用機械を４ｔトラックの荷台に乗せようと
した際に、掘削用機械が倒れてアームの下敷きに
なったもの。道板は使用していなかった。

激突され

起因物なし

　早朝の出勤途中、駅前バスロータリーのベンチ
付近で被災者が倒れているところを通行人に発見
された。長時間労働による過重業務として労災認
定されたもの。

その他

平成２９年に発生した死亡災害の概要

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

発生月 業　　種

発生時刻 事業場規模

番号
起因物

発 生 概 要

事故の型

（ビルメンテナンス業）

１月 小売業

５時頃 ３０名～４９名

１月 陸上貨物運送事業

５時頃 ５０名～９９名

２月 土木工事業

　１７時頃 １名～９名

２月 化学工業

　　６時頃 １名～９名

２月 広告・あっせん業

　１６時頃 １０名～２９名

２月 清掃・と畜業

　　６時頃 １名～９名

３月 食料品製造業

１０時頃 １００名～２９９名

その他

　被災者が自家用車を運転中、ゆるやかな左カー
ブで反対車線に進入し、そのまま反対車線側の商
業店舗に激突したもの。死亡原因は、腹部大動脈
瘤破裂による失血死であった。
　その後の調査で、特に過重な業務に従事してい
たと認められた。

起因物なし

階段、桟橋

　ビルの内部階段でモップを用いての清掃作業中
に転倒し踊り場に転落したもの。

墜落、転落

食品加工用機械

　食料品加工工場内で製品の具材を攪拌機で撹拌
する作業中、攪拌機の回転している羽に身体が巻
き込まれて死亡したもの。

はさまれ、
巻き込まれ

爆発性の物

  始業前の早朝に工場建屋から出火し、焼け跡か
ら被災者の遺体が発見されたもの。

火災

乗用車、バス、バ
イク

  配送業務終了後に事業場に戻る途中、国道１号
線を走行中、被災者が運転する車が反対車線に飛
び出して大型貨物車と衝突したもの。

交通事故（道路）

掘削用機械

　掘削用機械を４ｔトラックの荷台に乗せようと
した際に、掘削用機械が倒れてアームの下敷きに
なったもの。道板は使用していなかった。

激突され

起因物なし

　早朝の出勤途中、駅前バスロータリーのベンチ
付近で被災者が倒れているところを通行人に発見
された。長時間労働による過重業務として労災認
定されたもの。

その他

平成２９年に発生した死亡災害の概要
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起因物
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（ビルメンテナンス業）
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３月 土木工事業

１６時頃 １０名～２９名

３月 陸上貨物運送事業

１６時頃 １０名～２９名

４月 陸上貨物運送事業

１６時頃 １０名～２９名

４月 陸上貨物運送事業

２３時頃 ３０名～４９名

４月 その他の鉄鋼業

１０時頃 ３０名～４９名

５月 その他の商業

１０時頃 ５０名～９９名

５月 その他の小売業

１３時頃 １０名～２９名

トラック

　得意先のイベントで商品の展示販売を行い、展
示品の撤収作業中、展示品を積んだトラックの荷
台に被災者は乗って展示場内を移動していた。ト
ラックが左折した際、荷台で転倒、トラックから
地上面へ落下し頭部を打撲したもの。病院に運ば
れ治療を受けたが数日後に死亡した。

墜落、転落

玉掛け用具

　クレーンを使用して鉄板の束の積み替え作業
中、玉掛け用具（ハッカー）の一部が近接した荷
の山（鉄板の束を重ねたもの）の上部に接触し、
ハッカーが鉄板の束から外れた。つっていた鉄板
の束が崩れたことによりクレーンを操作していた
被災者が後方にあった別の荷の山との間に挟まれ
たもの。

はさまれ、
巻き込まれ

玉掛け用具

　自社敷地内において移動式クレーンを使用して
敷鉄板の移動を行っていた。敷鉄板の片側を接地
した状態で引き起こし、被災者が敷鉄板に付いた
土を取り除こうと敷鉄板に接近した際、敷鉄板の
穴の部分にかけていた玉掛け用フックが外れ敷鉄
板が被災者側に倒れてきたもの。はさまれ、

巻き込まれ

フォークリフト

　コンテナ内において、被災者が１番奥に積込ま
れた荷の固定状況をカメラで撮影していたとこ
ろ、荷を載せたフォークリフトの運転手がそれに
気づかずコンテナ内に進入したため、激突された
後、１番奥の荷とフォークリフトで運ばれた荷の
間に挟まれたままとなったもの。

激突され

トラック

トラックで取引先の印刷工場から翌日の朝刊を配
送するため、国道を走行していたところ、交差点
を直進で進入中に反対車線から右折してきた乗用
車に衝突され、トラックが横転した。搬送先病院
で死亡が確認された。

交通事故（道路）

玉掛用具

　桁製作ヤード内において、橋型クレーンを使用
して鋼製型枠（総重量１．８ｔ）を２本のナイロ
ンスリングで玉掛けし吊り上げて移動中、１本の
スリングが切断して荷が傾斜しながら落下、もう
１本のスリングも切断した。このため鋼製型枠が
落下、下にあった発電機に当たって跳ね返り、そ
ばにいたクレーン操作者に激突したもの。飛来、落下

はしご等

　客先にて、トラックに載せた積荷にシートをか
ける作業を行っていた際、脚立の上に乗って作業
していたところ、脚立から墜落したもの。

墜落、転落
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５月 その他の医療保健業

２１時頃 １０名～２９名

６月 建築工事業

１１時頃 １名～９名

７月 食料品製造業

９時頃 ３０名～４９名

７月 ビルメンテナンス業

１０時頃 ３００名～

７月 建築工事業

１０時頃 １名～９名

８月 清掃・と畜業

１５時頃 １０名～２９名

８月 教育・研究業

９時頃 ３００名～

開口部

　マンション内の清掃業務を行っていた被災者
が、敷地内にある雨水枡の蓋を開け、枡内に自身
の右腕を入れ、そのまま枡内を覗き込む形で上体
を入れた後、枡内に頭から落ち込んで脱出できな
くなり、雨水枡内部に溜まっていた水（水位約１
２ｃｍ）を吸入したことにより、溺死したもの。

おぼれ

屋根、はり、もや、
けた、合掌

　工場のスレート屋根を補修する作業を行ってい
た労働者が、休憩を終えて作業箇所に移動してい
たところ、スレートを踏み抜いて約４メートル下
のコンクリート上に墜落したもの。

墜落、転落

バイク

　被災者は所属事業場から他の事業場に向かうた
め、大型自動二輪車で道路を直進中、薬局の駐車
場に入るために右折した普通自動車と接触したも
の。

交通事故（道路）

はしご等

　工場内の搬入扉から冷凍マグロを受け入れる作
業中、最大高さ約１．２８ｍの台に上がり、冷凍
マグロを手かぎを使って引き込んでいたところ、
被災者が台の上から床面に転落し、肝臓破裂によ
る出血により死亡したもの。

墜落、転落

建築物、構築物

　当該事業場の屋外通路外側の区域の除草作業を
行うにあたり、除草する区域における蜂の巣の有
無の確認を熊手を用いて行っていた際、誤って開
口部より約５メートル下の地下駐車場に墜落した
もの。屋外通路と除草する区域の間には手すりが
設けられていたが、手すりを乗り越えて作業する
区域に立ち入る必要があったもの。墜落、転落

トラック

　被災者と運転手の２人で貨物自動車で町内の資
源ごみを回収。プラント内で計量終了後、車体後
方のあおりを下げて古着置場で古着を荷卸しした
後、ペットボトル置場に移動するため、被災者を
貨物自動車の荷台に乗せて、あおりを下げたまま
時速５ｋｍ程度で５０メートル程度移動したとこ
ろ、被災者が墜落したもの。墜落、転落

その他の仮設
物、建築物、構築

物等

　免震用の仮設ブレース（Ｈ鋼材、長さ５メート
ル、重さ約１．７５トン）の取り外し作業のため
手動のチェーンブロック２個を使用して仮設ブ
レースを吊り上げていたが、仮設Ｈ鋼材が振れた
ため、チェーンブロックのアンカー部分に衝撃が
加わりチェーンブロック及び仮設ブレースが落
下、直下にいた被災者に当たり、被災者は床面と
の間に挟まれたもの。

飛来、落下

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

清掃・と畜業

（ビルメンテナンス業）
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９月 清掃・と畜業

３時頃 ５０名～９９名

９月 その他の事業

１２時頃 １名～９名

９月 金属製品製造業

６時頃 ３０名～４９名

９月 警備業

１時頃 ３００名～

９月 建築工事業

８月時頃 １名～９名

１０月 製造業

１０時頃 １００名～２９９名

１２月 土木工事業

１４時頃 １名～９名

エレベータ、リフト

　病院内の入院患者用の食事を運搬するために設
置された小荷物昇降機の不具合を確認するため、
５階の荷の積卸口において戸を全開にして、搬器
を５０～６０センチ下げた状態で頭部から胸部を
昇降路内に入れていたところ、上昇してきた搬器
の上部と荷の積卸口にはさまれたもの。はさまれ、

巻き込まれ

乗用車、バス、
バイク

  被災者は、当日作業予定の現場に向かう前に前
日に完工した建設現場に置き忘れた会社所有の工
具を取りに行くため、自宅から当該現場にバイク
で向かう途中、赤信号の交差点を直進して右折車
両と衝突したもの。被災者は、工具を回収した
後、そのまま当日作業予定の現場へ向かう予定で
あった。調査の結果、業務上災害と認定された。交通事故（道路）

トラック

　製品の原料物質（液状）を運搬してきたタンク
ローリーが所定の荷卸し場手前に一旦停止、再度
前進したところ、後部バルブを開けようとロー
リーの車台後部に乗った荷卸し作業員（派遣労働
者）が車台から転落、ローリーの後部車輪に轢か
れ死亡したもの。はさまれ、

巻き込まれ

高所作業車

　高所作業車（トラック式）２台を使用して、隧
道補修作業を行っていた際、作業箇所変更のた
め、高所作業車の運転者である被災者がアウトリ
ガーのジャッキを上げたところ高所作業車が逸走
し、もう一台の高所作業車との間に挟まれたも
の。はさまれ、

巻き込まれ

その他の動力運
搬機

　自動めっき装置ラインにおいて、製品を各めっ
き槽に投入する搬送機械が下降してきたところに
体が挟まれてしまったもの。
　めっき槽と搬送機械のラインは、途中でＵター
ンしている形状で、搬送機械は、横移動→下降→
上昇→横移動を繰り返している。はさまれ、

巻き込まれ

その他の装置、
設備

　被災者は商業店舗の警備を行っていたが、店舗
の従業員が店舗の営業時間が終了後帰る際に、駐
車場のシャッターが完全に閉まっていなかったの
で確認したところ、被災者がシャッターと乗って
いたバイクに挟まれていたもの。

はさまれ、
巻き込まれ

コンベア

　修理業者が産業廃棄物の選別・破砕等を行う処
理施設に設置されているコンベヤーの修理作業を
行っていたが、修理作業が終わり試運転させたと
ころ、異音が発生したため直ちに停止させて周辺
を確認したところ、付近でコンベヤー部品の加工
作業をしていた当該事業場の作業員が当該コンベ
ヤーに巻き込まれていたもの。

はさまれ、
巻き込まれ
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１２月 その他の事業

１０時頃 １０名～２９名

1月 陸上貨物運送事業

4時頃 １０名～２９名

その他

　夜勤乗務中、無線で連絡がとれなくなった被災
者が道路脇に停まった車両の運転席で心肺停止の
状態で倒れているのを発見されたもの。その後の
調査で過重な業務に従事していたことが認められ
たもの。

起因物なし

建築物、構築物

 被災者は一人で戸建住宅の完了検査を行っていた
が、隣地の敷地内に倒れているところを発見され
たもの。完了検査を行っていた建物の敷地との間
には約１．６メートルの段差があった。

墜落、転落

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１月 小売業

５時頃 ３０名～４９名

１月 陸上貨物運送事業

５時頃 ５０名～９９名

２月 土木工事業

　１７時頃 １名～９名

２月 化学工業

　　６時頃 １名～９名

２月 広告・あっせん業

　１６時頃 １０名～２９名

２月 清掃・と畜業

　　６時頃 １名～９名

３月 食料品製造業

１０時頃 １００名～２９９名

その他

　被災者が自家用車を運転中、ゆるやかな左カー
ブで反対車線に進入し、そのまま反対車線側の商
業店舗に激突したもの。死亡原因は、腹部大動脈
瘤破裂による失血死であった。
　その後の調査で、特に過重な業務に従事してい
たと認められた。

起因物なし

階段、桟橋

　ビルの内部階段でモップを用いての清掃作業中
に転倒し踊り場に転落したもの。

墜落、転落

食品加工用機械

　食料品加工工場内で製品の具材を攪拌機で撹拌
する作業中、攪拌機の回転している羽に身体が巻
き込まれて死亡したもの。

はさまれ、
巻き込まれ

爆発性の物

  始業前の早朝に工場建屋から出火し、焼け跡か
ら被災者の遺体が発見されたもの。

火災

乗用車、バス、バ
イク

  配送業務終了後に事業場に戻る途中、国道１号
線を走行中、被災者が運転する車が反対車線に飛
び出して大型貨物車と衝突したもの。

交通事故（道路）

掘削用機械

　掘削用機械を４ｔトラックの荷台に乗せようと
した際に、掘削用機械が倒れてアームの下敷きに
なったもの。道板は使用していなかった。

激突され

起因物なし

　早朝の出勤途中、駅前バスロータリーのベンチ
付近で被災者が倒れているところを通行人に発見
された。長時間労働による過重業務として労災認
定されたもの。

その他

平成２９年に発生した死亡災害の概要
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神奈川労働局労働基準部

〒２３１－８４３４ 横浜市中区北仲通５－５７ 横浜第２合同庁舎 ８Ｆ

監 督 課 （ ） ＦＡＸ （ ）

安 全 課 （ ） ＦＡＸ （ ）

健 康 課 （ ） ＦＡＸ （ ）

賃 金 室 （ ） ＦＡＸ （ ）

労災補償課 （ ） ＦＡＸ （ ）

労働基準監督署一覧

管轄区域 郵便番号 住 所 電話番号

横浜南労働基準監督署

横浜市（中区、南

区、磯子区、港南

区、金沢区）

横浜市中区北仲通

横浜第二合同庁舎 階

鶴見労働基準監督署

横浜市（鶴見区）

※扇島の「川崎南

管轄」を除く

横浜市鶴見区鶴見中央

川崎南労働基準監督署

川崎市（川崎区

幸区）横浜市鶴見

区扇島

川崎市川崎区宮前町

川崎北労働基準監督署

川崎市（中原区

高津区 宮前区

多摩区 麻生区）

川崎市高津区溝口

横須賀労働基準監督署

横須賀市 三浦市

逗子市 三浦郡葉

山町

横須賀市新港町

横須賀地方合同庁舎 階

横浜北労働基準監督署
横浜市（西区 神奈川

区 港北区 緑区 青

葉区 都筑区）

横浜市港北区新横浜

横浜港北地方合同庁舎 階

平塚労働基準監督署

平塚市 伊勢原市

秦野市 中郡大磯

町 中郡二宮町

平塚市浅間町

平塚地方合同庁舎 階

藤沢労働基準監督署
藤沢市 茅ヶ崎市

鎌倉市 寒川町

藤沢市朝日町

藤沢労働総合庁舎 階

小田原労働基準監督署

小田原市 南足柄

市 足柄上郡 足柄

下郡

小田原市浜町

厚木労働基準監督署

厚木市 海老名市

大和市 座間市 綾

瀬市 愛甲郡

厚木市中町 － －

厚木Ｔビル 階

相模原労働基準監督署 相模原市

相模原市中央区富士見

相模原地方合同庁舎 階

横浜西労働基準監督署

横浜市（戸塚区

栄区 泉区 旭区

瀬谷区 保土ヶ谷

区）

横浜市保土ヶ谷区岩井町

保土ヶ谷駅ビル 階

 
当局の事前の書面による承諾なく、販売目的で本出版物のいかなる部分、いかなる様式についても、電子

的、電気的、磁気テープ、機械的、写真複写、またはその他のいかなる手段を問わず、転載、情報検索シス

テムへの保存、伝達を禁止します。 



神奈川労働局・各労働基準監督署
神奈川労働局労働基準部編

平成 29年

グラフで見る神奈川県下における

労働災害と健康の現状

誰もが安心して健康に働くことが
できる社会を実現するために 

（平成 28 年労働災害のとりまとめ）

災 害 発 生 事 例 
はさまれ災害 転倒災害  切れ・こすれ災害 

   
 

  墜落・転落災害 火傷災害  

 
 

墜落・転落災害           腰痛災害                  激突災害 

   

「STOP！転倒災害プロジェクト神奈川」取組中！ 

「 」で、転倒災害防止を！ 


